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「基準と解説」編の見方 

 

【ページ構成】 

  「基準と解説」編は、基本的に、見開きで下図のような構成になっています。左側のページに基準

とその解説を記述し、右側のページに基準の図解となる整備例を示しています。 

 

【各部分】 

①整備項目等：整備箇所や整備すべき設備を示しており、規則の各別表における整備項目に対応して

います ※。 

※ 「１ 建築物」の「11 標識」から「14 増築等の場合の適用範囲」及び「７ 小規模な施設に係る基準の特例」を除く。 

②基本的な考え方：当該整備項目等について、整備の基本方針となるべき考え方を示しています。 

③整備基準等：以下の３つを記述しています。 

 ・整備基準：規則に定める整備基準です。当該整備項目等の部分の条文を抜粋しています。 

 ・整備誘導基準：規則に定める整備誘導基準です。同様に条文を抜粋しています。 

 ・整備が望ましい項目：整備基準や整備誘導基準を満たした上で、さらに整備されることが望まし

い内容を示すものです。 

④解説：整備基準等のより具体的な内容や考え方、根拠等を解説しています。 

⑤整備例：整備基準等を、その内容に沿って整備したイメージにより図解するものです。 

     （一部常用漢字がひらがな表記になっています。ご了承ください。）  

①整備項目等 

②基本的な考え方 

③整備基準等 
④解説 

⑤整備例 
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